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｢事故米穀影響事業者緊急経営支援の円滑な実施のための第三者委員会｣開催要領

制定 平成２１年３月４日 ２０総合第１７７４号

第１ 趣旨

事故米穀影響事業者緊急経営支援事業実施要領（平成２１年３月４日付け

２０総合第１６９９号農林水産事務次官依命通知。以下｢実施要領｣という。）

に基づいて行う事業を適正かつ効率的に実施するため、実施要領第５に定める

事故米穀に係る第三者中央委員会として、農林水産本省に「事故米穀影響事業

者緊急経営支援の円滑な実施のための第三者中央委員会」（以下「中央委員会」

という。）を、実施要領第５に定める事故米穀に係る第三者地方委員会として、

別表に掲げる地方農政局に「事故米穀影響事業者緊急経営支援の円滑な実施の

ための第三者地方委員会」（以下「地方委員会」という。）をそれぞれ設ける

こととする。

第２ 主な検討事項

１ 中央委員会

（１）実施要領第７の１に基づき農林水産省総合食料局長が別に定める｢事

故米穀影響事業者緊急経営支援事業交付申請に対する確認マニュアル｣

の見直し・検討

（２）地方委員会での確認結果に対する不服申立への対応

（３）地方委員会で判断のつかない個別事案の検討

２ 地方委員会

実施要領第３の１に定める経営支援対象者（以下｢経営支援対象者｣とい

う。）からの申請内容の確認

第３ 構成

１ 中央委員会は、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等の有識

者５名以内の委員で構成する。

２ 地方委員会は、中央委員会と同様の有識者２０名以内の委員で構成する。

３ 地方委員会は、５名以内の委員で構成される部会を設け、部会において

第２の２に掲げる事項を検討することができる。

４ 中央委員会及び地方委員会（以下「委員会」という。）は、必要に応じ関

係者から意見を聴取することができる。

５ 委員の任期は、委嘱を受けた会計年度に限る。ただし、委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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第４ 座長

１ 委員会には、座長を置き、また必要に応じ座長代理を置く。

２ 座長は、委員の互選により選任し、座長代理は委員のうちから座長が指

名する。

３ 座長は、委員会の議事を運営する。

第５ 部会長

１ 部会には、部会長を置き、また必要に応じ部会長代理を置く。

２ 部会長は、当該部会に属する委員のうちから座長が指名する。

３ 部会長は、部会の議事を運営する。

第６ 運営

１ 委員会の会議は、経営支援対象者の経営内容と直接関連する個人情報が

含まれ、当該経営支援対象者の利益を害する恐れ等があるため、非公開と

する。

２ 委員会の議事の経過は、議事録に記載するものとする。

３ 議事録は、経営支援対象者の経営内容と直接関連する個人情報が含まれ、

当該経営支援対象者の利益を害する恐れ等があるため、非公開とする。

４ 委員会の座長は、議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

５ 委員会は、委員の過半数の出席により開催する。

６ 委員会は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、座

長の決するところによる。

７ 委員会の委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

８ 委員及び委員会の庶務を司る職員は、委員会において知り得た情報を他

へ漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

９ 前８項の規程は、部会に準用する。

１０ 部会において確認された事案については、地方委員会の座長との協議

により、部会の議決をもって地方委員会の議決とすることができる。

１１ 中央委員会にかかる庶務は、関係各課の協力を得て総合食料局食品産

業企画課において行う。

１２ 地方委員会にかかる庶務は、当該農政局の関係各課の協力を得て食糧

部消費流通課において行う。

附 則

この要領の施行に伴い、｢事故米穀影響事業者緊急経営支援の円滑な実施のため

の第三者準備委員会開催要領｣（平成２０年１１月７日付け２０総合第１４２５号

総合食料局長通知）は廃止する。
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（別表）

地 方 委 員 会 を 設 事業者が所在する地域

置 す る 地 方 農 政

局

関東農政局 東北農政局及び関東農政局が管轄する都県並びに北海道

北陸農政局 北陸農政局が管轄する県

東海農政局 東海農政局が管轄する県

近畿農政局 近畿農政局が管轄する府県

中国四国農政局 中国四国農政局が管轄する県

九州農政局 九州農政局が管轄する県及び沖縄県


